
島田市立小中学校普通教室空調機導入事業公募型プロポーザル実施要領の訂正について 

 

 

NO ﾍﾟｰｼﾞ 誤（修正前） 正（修正後） 

１ １ ２業務概要 

（4）事業期間 

 ア 準備期間 

  本事業の準備期間は、市と事業者の間で締結する事業 

契約の締結日（平成 30年 12月３日）の翌日から、平成 

31年６月 30日までとします。 

 

２業務概要 

（4）事業期間 

 ア 準備期間 

  本事業の準備期間は、市と事業者の間で締結する事業 

契約の締結日（平成 30年 11月 22日）の翌日から、平 

成 31年６月 30日までとします。 

 

２ ２ ７質疑回答 

 質問書（様式２） 

 

７質疑回答 

 質問書（様式１） 

３ ４ ８参加書類の提出について 

 辞退届（様式６） 

８参加書類の提出について 

 辞退届（様式６） 

４ ５ ９審査及び審査項目 

 (3)書類・プレゼンテーション審査（第二次審査） 

 実施方法 

 ・１者につき 30分(説明 10分以内、質疑 10分程度) 

 

 

９審査及び審査項目 

 (3)書類・プレゼンテーション審査（第二次審査） 

 実施方法 

 ・１者につき 20分(説明 10分以内、質疑 10分程度) 

 

 


